
 

                  

 

 

 

 

 

 

 

    新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、感染に対するおそれや不安、誤解や偏見により、感染者や 

その家族、医療従事者等に対して、誹謗中傷やいじめ、差別的な対応といった人権侵害が生じています。 

  新型コロナウイルス感染症を理由とした偏見や差別は決して許されるものではありません。 

克服すべき相手は、「人」ではなく「ウイルス」です。 

  私たち一人ひとりがお互いの立場に立ち、思いやりの心をもって支え合いましょう。 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～人権に関する相談窓口～ 

 

 

 

 

 市人権推進課 ☎０８８－６８４－１１４８ 市教育委員会生涯学習人権課 ☎０８８－６８６－８８０３ 

新型コロナウイルス感染症に 

関する偏見・差別 

患者やその家族、 

濃厚接触者などに対する 

差別的な言動は 

やめましょう 

医療関係者や 

物流・販売に携わる人など 

社会を支える方への 

理解を深めましょう 

ＳＮＳなどの誤った 

情報や不確かな情報に 

惑わされないように 

しましょう 

 

差別的な行動は 

やめましょう 

鳴門市から市民の皆さまへのお願い 

正確な情報に基づいた冷静な行動をお願いします 

・みんなの人権１１０番（平日午前８時３０分～午後５時１５分） ☎０５７０－００３－１１０ 

・子どもの人権１１０番（平日午前８時３０分～午後５時１５分） ☎０１２０－００７－１１０ 

・女性の人権ホットライン（平日午前８時３０分～午後５時１５分）☎０５７０－０７０－８１０ 

・外国語人権相談ダイヤル（平日午前９時００分～午後５時００分）☎０５７０－０９０－９１１ 

 

 


